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支給決定期間
（７月～翌６月）

4月

令和８年度における申請・認定手続きイメージ

支給決定期間
（４～６月）

書類による収入届出

書類による申請

※収入要件なし・最大45.72万円（年額)

高等学校等（外国人学校を除く）
R8.3末時点で受給資格のある
国籍が「日本国以外」の在校生の例

※年収590万円未満・最大39.6万円(年額)
年収590万円以上910万円未満 最大11.88万円(年額)

※高等学校等（外国人学校を除く）の在校生であって、
R8.3末時点で、年収910万円以上のR7臨時支援金対象
の生徒については、４月に「高校生等・新修学支援」
に申請（書類による申請）することで、最大11.88万
円(年額)を受給することが可能。
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国籍「日本国以外」 在校生


